
にん ぷ とうそう えんしだん

妊婦等相談支援

母

母

母

妊娠・出産の時期を安心して過ごすために
にんしん しゅっさん じ き あんしん す

にんしん

もしかして妊娠したかも

初回産科受診料支援事業
しょかいさん か じゅしんりょうし えん じぎょう

佐賀市に住所（住民票）があり、妊娠の可能性がある女性で、住民税非課税世帯また

は生活保護世帯のいずれかに該当する方に妊娠判定にかかる費用を助成いたしま

す。対象となる方には初回産科受診券をお渡ししますので、こども健康課へお問い

合わせください。

妊娠が分かったら、病院からもらった妊娠届を、こども健康課へ出し

てください。妊娠、出産、こどもの発育成長を記録する母子健康手帳

をお渡しします。また、その時に、出産やその後の育児に不安等があ

れば窓口で相談してください。

母子健康手帳交付時に妊婦健診受診票と産婦健診受診票をお渡しします。受診票に記載

されている検査項目については、産婦人科医療機関等で受診できます。

安心して出産や子育てができるように、相談支援を実施しています。

　①妊娠届出時面談（対象：すべての妊婦）

　②妊娠７か月アンケート（対象：すべての妊婦） 

　③妊娠８か月面談（対象：希望する妊婦）

　④出生後面談（対象：すべての出生児の養育者）

　※助産師による乳児全戸訪問（生後１～３か月頃）

父母

にん ぷ きゅうえんし ふ

妊婦のための支援給付

出産の準備や子育てサービスなどに活用できる支援給付金を支給します。

　①妊娠届出時面談以降　１回目給付　妊婦１人あたり　５万円

　②出生後面談以降　　　２回目給付　児１人あたり　　５万円

母

にんしん わ

妊娠が分かったら

こども健康課

こども健康課

妊
娠
・
出
産

被保険者が産科医療補償制度の加算対象となる出産をされた場合、
50万円を支給します。対象外の出産の場合は、48.8万円となります。

母

母

40-7289

しゅっさん ひ よう じょせい

出産にかかる費用への助成

35

34

しゅっさん ごぜん

出産前後のママをサポート 母

さん ご

産後ケア 母

出産後１年未満の方を対象に、産科医療機関や助産院で産後ケア事業
（宿泊型、通所型、訪問型）を実施しています。

・お母さんの休息　　　　　・身体的ケア
・お母さんの心理的ケア　　・授乳支援
・育児についての相談（抱き方やオムツ交換、沐浴等）
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40-7084

父母

母

母

予期しない

2

にんしん

さ が し か てい

にんしん

しゅっさん こ そだ ふ あん かた

出産・子育てに不安がある方

佐賀市こども家庭センター

母
さん さん ご ぼ しぜん し えん にんしん

産前産後母子支援ステーションましゅまろネット（さが妊娠SOSましゅまろネット）

佐賀市こども家庭センター

妊娠したかもしれないなどの悩み、思いがけない妊娠による妊娠出産の悩みに関する相談対応
と同行支援、安心安全に過ごせる居室の提供と生活育児支援（入所条件あり）をしています。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。専門職員が対応します。
※相談無料　※匿名OK　※秘密厳守

思いがけない妊娠のお悩みなど、妊娠・出産、女性の心身の健康等に関する様々な悩みや不安
の相談に対し、助産師や医療ソーシャルワーカーが電話にて助言、情報提供します。

フリーダイヤル　0120-095-991（月〜金：９時〜17時）※祝日年末年始を除く電　話

saga-ninshin-sos@mashumaronet .com（HPにお問い合わせホームあり）メール

友達登録後相談可能　24時間365日受付（緊急時対応あり）L I N E

HP LINE

こ こ

40-7252

知っておきたい、生活のための経済的支援
し せい かつ けいざい てき し えん

経
済
的
支
援

父母

40-7252

３歳未満

３歳〜高校生年代

第１子・第２子

15，000円

10，000円

第３子

30，000円

父母

40-7252

こどもが病気やケガなどで治療を受けたときの医療費（保険診療分）の一部を助成します。

中学生（令和８年１月１日より高校生年代）以下のこどもがいる家庭で、ひとり親となられ

た場合や離婚された場合で、健康保険証や振込先が変更になる方は届出が必要です。

＜助成方法＞

子どもの医療費受給資格証を医療機関へ提示し、医療機関ごと・薬局ごとに１月あたりの保護者負担額

を支払ってください。県外の医療機関を受診した場合は、医療機関へ医療費を支払った後、市役所に助

成の申請をしてください。保護者負担額を控除した額を振り込みます。

＜保護者負担額＞

■未就学児

　入院：上限1,000円　通院：上限500円×2回まで　調剤：自己負担なし

■小学生・中学生（高校生年代は令和８年１月１日以降の受診・調剤分より）

　入院：上限1,000円　通院：上限500円×2回まで　調剤：上限500円×2回まで

高校生年代（18歳年度末）までの児童を養育している方に支給されます。

ひとり親となられた場合や結婚された場合は、必ず窓口へお知らせくだ

さい。（公務員の方は勤務先へ）

父母

こども

◎加入医療保険・振込先変更の手続に必要なもの

保護者の通帳

こどもの加入医療保険情報のわかる書類

届出人の身分証明書

（２月、４月、６月、８月、10月、12月）６

※第１子、第２子は、22歳に達する日以降の最初の３月31日までの養育している子の中で数えます。


